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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年２月１８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 浸水 

発生日時 不明（平成２０年１０月２４日 ０６時３０分ごろ、船尾が海底に着

座した本船が発見された。） 

発生場所 三重県四日市市磯津港南防波堤灯台から真方位０９０°３０ｍ付近

（概位 北緯３４°５５.５′ 東経１３６°３８.９′） 

事故調査の経過  平成２０年１０月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）、平成２１年４月１日、ほか２人の地方事故調査官を指名

した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

押船 あさひ、１９トン 

 ２６０－３４５６８三重、高砂建設株式会社 

 １５.００ｍ×５.５０ｍ×１.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、５００.１kＷ／基 合計１０００.２kＷ（連

続最大）、平成７年９月１４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年１２月２６日 

  免許証交付日 平成１９年３月１９日 

         （平成２４年４月２２日まで有効） 

工事監督者 男性 ３０歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船底部に凹損及びき
．
裂 

クレーン作業台船 船尾枠一部損傷 

 事故の経過 

 

 本船は、クレーン作業台船（以下「台船」という。）の船尾枠（以

下「台船船尾枠」という。）に本船の船首部をはめ込んで連結した押

船列（以下「本件押船列」という。）を形成し、磯津漁港南防波堤築

造工事（以下「本件工事」という。）の方
ほう

塊
かい

ブロック据付作業に従事

していた。 

 平成２０年１０月２３日１６時１５分ごろ、本件押船列は、台船上

にブロックを搭載したまま当日の作業を終えた。 

 工事監督者は、台船がブロックを搭載した状態では、翌朝の作業開

始時刻が干潮時と重なって磯津漁港から出港できなくなるので、本件

押船列を磯津漁港沖に移動して、錨泊させたのち、本船船長及び台船

の作業員を帰宅させ、翌朝まで両船ともに無人とした。 

 本船は、翌２４日０６時３０分ごろ、乗組員等により、台船に係留
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された船首だけを海面上に出し、船尾が海底に着座した状態で発見さ

れた。 

 気象・海象 

 

１０月２３日１６：００～２４日０７：００までの状況 

気象：天気 雨又は曇り、風向 東南東から南南東、風速 ３.２～

５.１m/s 

海象：波の方向 南南東ないし南、有義波高 ０.６０～１.２０ｍ、

最大波高 ０.９１～２.４１ｍ 

 その他の事項  本件押船列の作業時間は、毎日０６時３０分から１６時３０分まで

で、ふだん本船船長及び台船作業員は、作業終了後帰宅していた。 

 本船は、船首から台船船尾枠に係船索をとり、また、本船の両舷に

装備された油圧シリンダで作動するピンを、台船船尾枠部両舷に溶接

されたコの字型ガイド枠（以下「台船ガイド枠」という。）及びピン

穴に押し付けることにより、台船と一体となっていた。 

 本船は、船内電源がいきているときは、油圧ポンプが油圧補充用電

磁弁を介して自動的に油圧回路内の油圧を保持して、ピンが台船ガイ

ド枠の反力で押し戻されないようになっていた。また、船内電源が落

ちているときは、油圧シリンダ遠隔操縦用の各電磁弁が、ばねにより

閉鎖しているので、ピンが台船ガイド枠の反力で押されても油圧シリ

ンダの作動油が作動油タンクに逃げることがなく、油圧が保持される

ようになっていた。 

 本事故前、本船の喫水は船首約１.６ｍ、船尾約１.７ｍ、台船の喫

水は船首約２.２ｍ、船尾約２.５ｍであり、本船と台船は、本船両舷

のピンが、台船ガイド枠の、上から８個目のピン穴位置で固定されて

いたが、本事故後は、本船両舷のピンが台船ガイド枠から外れてい

た。 

 台船の船底は、船尾端から前方に約１３°の角度で斜めに深くなる

船底構造になっており、船尾端の深さが約１.８ｍ、船尾端から約９.

０ｍ前方の深さが約３.５ｍであった。 

 海図Ｗ９４（四日市港）には、磯津漁港の港口を横切るように２ｍ

等深線が記載されており、事故前後の四日市港の潮汐から、磯津漁港

口付近の水深は、作業終了時２３日１６時３０分ごろが約３.７ｍ、作

業開始の予定時刻であった２４日６時３０分ごろが約２.９ｍであっ

た。 

 船舶所有者は、本件工事の施工計画書において、工事監督者を安全

衛生責任者に指定するとともに、概略、次のような気象･海象による作

業中止基準等を設けていた。 

 気象・海象による作業中止基準 

  風速 南東の風の場合１０m/s 以上、北西の風の場合１５m/s 以上

（目視による） 

  波高 １.０ｍ以上 

  視界 １,０００ｍ以下 

  その他 船長が危険と判断したとき 

 台風等荒天時の対応 

  台風等の荒天が予想される場合には、本船及び台船を四日市港に
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避難させること。 

 工事監督者は、２３日１６時３０分ごろ、インターネットの気象情

報などにより低気圧の通過を知ったが、荒天となることは予測してい

なかった。 

 なお、本船は、本事故後に解撤された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

 本船は、両舷のピンが台船ガイド枠から外

れたため、台船船尾枠内で動揺して左舷船底

部が台船船尾枠の左側の船底角に衝突し、凹

損及びき
．
裂が生じて浸水した可能性があると

考えられる。 

 本船は、油圧シリンダ内の油圧を保持しき

れなかったことから、両舷のピンが台船ガイ

ド枠から外れた可能性があると考えられる。 

 本船は、油圧シリンダ遠隔操縦用の電磁弁

から作動油が作動油タンクへ漏えい
．．

したこと

から、油圧シリンダ内の油圧を保持しきれな

かった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本件押船列が、磯津漁港沖において錨泊中、本船両舷の

ピンが台船ガイド枠から外れたため、台船船尾枠内で動揺して本船の

左舷船底部が台船船尾枠の左側の船底角に衝突し、き
．
裂等が生じたこ

とにより発生した可能性があると考えられる。 

 本船両舷のピンが台船ガイド枠から外れたのは、油圧シリンダ遠隔

操縦用の電磁弁から作動油が作動油タンクへ漏えい
．．

し、油圧シリンダ

内の油圧を保持しきれなかったことによる可能性があると考えられ

る。 

 




